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【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
 

【今回の売出金額】 モルガン・スタンレー2046年３月13日満期　米ドル建
ゼロクーポン社債
10,845,742米ドル（円貨額1,734,017,231円）
（円貨額は、2026年３月19日現在の株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値である１米ドル＝
159.88円を換算レートとして計算されている。）
 
モルガン・スタンレー2046年３月13日満期 豪ドル建ゼ

ロクーポン社債
6,456,960豪ドル（円貨額726,989,126円）
（円貨額は、2026年３月19日現在の株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値である１豪ドル＝
112.59円を換算レートとして計算されている。）
 
モルガン・スタンレー2046年３月13日満期　円建ゼロ
クーポン社債
879,049,600円
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【発行登録書の内容】  

  

提出日 令和６年９月27日

  

効力発生日 令和６年10月５日

有効期限 令和８年10月４日

発行登録番号 ６－外１

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額　7,800億円

 
 

 

【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）

 

番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額

６－外１－１ 令和６年12月６日 8,978,953,538円

該当事項なし

６－外１－２ 令和７年３月14日 4,011,177,075円

６－外１－３ 令和７年６月13日 6,422,852,400円

６－外１－４ 令和７年８月29日 1,302,093,856円

６－外１－５ 令和７年９月12日 4,968,500,312円

実績合計額 25,683,577,181円 減額総額 ０円

  

【残額】(発行予定額－実績合計額－減額総額) 754,316,422,819円
 

 
（発行残高の上限を記載した場合）

番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額
減額による
訂正年月日

減額金額

該当事項なし

実績合計額
該当事項な
し

償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし

 

 

【残高】 該当事項なし
 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし
 

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
 
[モルガン・スタンレー 2046年３月13日満期　米ドル建ゼロクーポン社債に関する情報]

[モルガン・スタンレー 2046年３月13日満期　豪ドル建ゼロクーポン社債に関する情報]

[モルガン・スタンレー 2046年３月13日満期　円建ゼロクーポン社債に関する情報]

 

第１【募集要項】
 
　該当事項なし。
 

第２【売出要項】
 

１【売出有価証券】
（１）【売出社債（短期社債を除く。）】
 
[米ドル建社債]

売出券面額の総額又は

売出振替社債の総額
31,510,000米ドル

売出価額の総額 10,845,742米ドル

 
[豪ドル建社債]

売出券面額の総額又は

売出振替社債の総額
22,420,000豪ドル

売出価額の総額 6,456,960豪ドル

 
[円建社債]

売出券面額の総額又は

売出振替社債の総額
1,768,000,000円

売出価額の総額 879,049,600円

 

２【売出しの条件】
 
[米ドル建社債]

売 出 価 格 額面の34.42％

 
[豪ドル建社債]

売 出 価 格 額面の28.80％

 
[円建社債]

売 出 価 格 額面の49.72％

 
 

４．償還および買入れ
4.3   課税事由による償還

 
[米ドル建社債]

本社債は、
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(i)   米国、または米国のもしくは米国内の行政上の下部組織もしくは課税当局の法律または法律に

基づき制定された規則もしくは命令において、課税に影響を及ぼす変更または修正がなされ、
または、

(ii)  上述の法律、規則または命令の適用または解釈に関し公式見解に変更が生じ、

かかる変更または修正がプライシングサプリメントの日付以降に効力を生じた結果、発行会社が、本社債
に関して後記社債要項第6.1項（追加額）に記載される追加額を支払う義務を負っているかまたは負うこ
とになると判断した場合、発行会社の選択により、後記社債要項第13項（通知）に記載する償還通知の付
与をもって、以下に記載する適用償還価格（および償還日までに生じた利息）により、満期前のいつでも
一括で償還（一部償還は認められない。）することができる。発行会社は、課税事由による償還が生じた
場合にはこれを通知する。
償還通知は償還予定日前60日から30日までの間に付与される。日付および適用償還価格は後記社債要項

第13項（通知）に従い交付される通知において特定される。
適用償還価格は、計算代理人が決定する米ドルにおける金額とし、(a)当該本社債の計算金額に(b)以下

の算式に従って算出される比率を乗じて得られる積とする。
 

参照価格　×　(１＋償却利回り)
n

 
本項において、
「計算金額」とは、10,000米ドルをいう。
 
「計算代理人」とは、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社およびその承継人をいう。
 
「参照価格」とは、34.42％である。
 
「償却利回り」とは、年率5.49％を小数で表示したものである。
 
「n」とは、本社債の発行日（同日を含む。）から当該本社債の履行期が到来し支払われるべきものと

なった日（期限前償還日を含む。）（同日を含まない。）までの年数であり、日数計算式(30/360)(ISDA)
に基づき算出される。
 
「日数計算式(30/360)(ISDA)」とは、計算期間の日数を360で除して得られる数を意味し、その際の計

算式は次のとおりとする。
 

日数計算式(30/360)(ISDA)＝
[360x(Y2-Y1)]+[30x(M2-M1)]+(D2-D1)

360

「Y1」は、計算期間の初日が属する年を示す数値を意味する。

「Y2」は、計算期間末日の翌日が属する年を示す数値を意味する。

「M1」は、計算期間の初日が属する暦月を示す数値を意味する。

「M2」は、計算期間末日の翌日が属する暦月を示す数値を意味する。

「D1」は、計算期間に属する最初の暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31

である場合には、D1は30とする。

「D2」は、計算期間末日の翌暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31であ

り、かつD1が29より大きな数値である場合には、D2は30とする。

 
[豪ドル建社債]

本社債は、
(i)   米国、または米国のもしくは米国内の行政上の下部組織もしくは課税当局の法律または法律に

基づき制定された規則もしくは命令において、課税に影響を及ぼす変更または修正がなされ、
または、

(ii)  上述の法律、規則または命令の適用または解釈に関し公式見解に変更が生じ、

かかる変更または修正がプライシングサプリメントの日付以降に効力を生じた結果、発行会社が、本社債
に関して後記社債要項第6.1項（追加額）に記載される追加額を支払う義務を負っているかまたは負うこ
とになると判断した場合、発行会社の選択により、後記社債要項第13項（通知）に記載する償還通知の付
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与をもって、以下に記載する適用償還価格（および償還日までに生じた利息）により、満期前のいつでも
一括で償還（一部償還は認められない。）することができる。発行会社は、課税事由による償還が生じた
場合にはこれを通知する。
償還通知は償還予定日前60日から30日までの間に付与される。日付および適用償還価格は後記社債要項

第13項（通知）に従い交付される通知において特定される。
適用償還価格は、計算代理人が決定する豪ドルにおける金額とし、(a)当該本社債の計算金額に(b)以下

の算式に従って算出される比率を乗じて得られる積とする。
 

参照価格　×　(１＋償却利回り)
n

 
本項において、
「計算金額」とは、10,000豪ドルをいう。
 
「計算代理人」とは、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社およびその承継人をいう。
 
「参照価格」とは、28.80％である。
 
「償却利回り」とは、年率6.44％を小数で表示したものである。
 
「n」とは、本社債の発行日（同日を含む。）から当該本社債の履行期が到来し支払われるべきものと

なった日（期限前償還日を含む。）（同日を含まない。）までの年数であり、日数計算式(30/360)(ISDA)
に基づき算出される。
 
「日数計算式(30/360)(ISDA)」とは、計算期間の日数を360で除して得られる数を意味し、その際の計

算式は次のとおりとする。
 

日数計算式(30/360)(ISDA)＝
[360x(Y2-Y1)]+[30x(M2-M1)]+(D2-D1)

360

「Y1」は、計算期間の初日が属する年を示す数値を意味する。

「Y2」は、計算期間末日の翌日が属する年を示す数値を意味する。

「M1」は、計算期間の初日が属する暦月を示す数値を意味する。

「M2」は、計算期間末日の翌日が属する暦月を示す数値を意味する。

「D1」は、計算期間に属する最初の暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31

である場合には、D1は30とする。

「D2」は、計算期間末日の翌暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31であ

り、かつD1が29より大きな数値である場合には、D2は30とする。

 
[円建社債]

本社債は、
(i)   米国、または米国のもしくは米国内の行政上の下部組織もしくは課税当局の法律または法律に

基づき制定された規則もしくは命令において、課税に影響を及ぼす変更または修正がなされ、
または、

(ii)  上述の法律、規則または命令の適用または解釈に関し公式見解に変更が生じ、

かかる変更または修正がプライシングサプリメントの日付以降に効力を生じた結果、発行会社が、本社債
に関して後記社債要項第6.1項（追加額）に記載される追加額を支払う義務を負っているかまたは負うこ
とになると判断した場合、発行会社の選択により、後記社債要項第13項（通知）に記載する償還通知の付
与をもって、以下に記載する適用償還価格（および償還日までに生じた利息）により、満期前のいつでも
一括で償還（一部償還は認められない。）することができる。発行会社は、課税事由による償還が生じた
場合にはこれを通知する。
償還通知は償還予定日前60日から30日までの間に付与される。日付および適用償還価格は後記社債要項

第13項（通知）に従い交付される通知において特定される。
適用償還価格は、計算代理人が決定する日本円における金額とし、(a)当該本社債の計算金額に(b)以下

の算式に従って算出される比率を乗じて得られる積とする。
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参照価格　×　(１＋償却利回り)
n

 
本項において、
「計算金額」とは、1,000,000円をいう。
 
「計算代理人」とは、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社およびその承継人をいう。
 
「参照価格」とは、49.72％である。
 
「償却利回り」とは、年率3.56％を小数で表示したものである。
 
「n」とは、本社債の発行日（同日を含む。）から当該本社債の履行期が到来し支払われるべきものと

なった日（期限前償還日を含む。）（同日を含まない。）までの年数であり、日数計算式(30/360)(ISDA)
に基づき算出される。
 
「日数計算式(30/360)(ISDA)」とは、計算期間の日数を360で除して得られる数を意味し、その際の計

算式は次のとおりとする。
 

日数計算式(30/360)(ISDA)＝
[360x(Y2-Y1)]+[30x(M2-M1)]+(D2-D1)

360

「Y1」は、計算期間の初日が属する年を示す数値を意味する。

「Y2」は、計算期間末日の翌日が属する年を示す数値を意味する。

「M1」は、計算期間の初日が属する暦月を示す数値を意味する。

「M2」は、計算期間末日の翌日が属する暦月を示す数値を意味する。

「D1」は、計算期間に属する最初の暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31

である場合には、D1は30とする。

「D2」は、計算期間末日の翌暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31であ

り、かつD1が29より大きな数値である場合には、D2は30とする。

 
4.5   支払遅延

 
[米ドル建社債]

本社債に関して支払われるべき償還金額について、履行期が到来しても支払われない場合、本社債に関
する償還金額は、それ以降、(a)当該本社債の計算金額と、(b)以下の計算式により算出される百分率との
積に相当する金額とする。
 

参照価格　×　(１＋償却利回り)
n

 
本項において、
「計算金額」とは、10,000米ドルをいう。
 
「参照価格」とは、34.42％である。
 
「償却利回り」とは、年率5.49％を小数で表示したものである。
 
「n」とは、本社債の発行日（同日を含む。）から当該本社債に関して支払われるべきすべての金額が

支払われ、または支払のために適式に供せられた日（同日を含まない。）までの年数であり、日数計算式
(30/360)(ISDA)に基づき算出される。
 

[豪ドル建社債]
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本社債に関して支払われるべき償還金額について、履行期が到来しても支払われない場合、本社債に関
する償還金額は、それ以降、(a)当該本社債の計算金額と、(b)以下の計算式により算出される百分率との
積に相当する金額とする。
 

参照価格　×　(１＋償却利回り)
n

 
本項において、
「計算金額」とは、10,000豪ドルをいう。
 
「参照価格」とは、28.80％である。
 
「償却利回り」とは、年率6.44％を小数で表示したものである。
 
「n」とは、本社債の発行日（同日を含む。）から当該本社債に関して支払われるべきすべての金額が

支払われ、または支払のために適式に供せられた日（同日を含まない。）までの年数であり、日数計算式
(30/360)(ISDA)に基づき算出される。
 

[円建社債]
本社債に関して支払われるべき償還金額について、履行期が到来しても支払われない場合、本社債に関

する償還金額は、それ以降、(a)当該本社債の計算金額と、(b)以下の計算式により算出される百分率との
積に相当する金額とする。
 

参照価格　×　(１＋償却利回り)
n

 
本項において、
「計算金額」とは、1,000,000円をいう。
 
「参照価格」とは、49.72％である。
 
「償却利回り」とは、年率3.56％を小数で表示したものである。
 
「n」とは、本社債の発行日（同日を含む。）から当該本社債に関して支払われるべきすべての金額が

支払われ、または支払のために適式に供せられた日（同日を含まない。）までの年数であり、日数計算式
(30/360)(ISDA)に基づき算出される。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 
　該当事項なし。
 

第４【その他の記載事項】
 
　下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題
する書面に印刷されます。
 
「本書および本社債に関する2026年３月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和８年３月６日付訂正発行登録書お
よび令和８年３月23日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載され
たものについては、一部を省略しています。」
 
 

第二部【公開買付けに関する情報】
 

第１【公開買付けの概要】
 
　該当事項なし。
 

第２【統合財務情報】
 
　該当事項なし。
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第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
 
　該当事項なし。
 
 

第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）第５条第１
項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
 

１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度　2024年度（自2024年１月１日　至2024年12月31日）
令和７年６月30日関東財務局長に提出
事業年度　2025年度（自2025年１月１日　至2025年12月31日）
令和８年６月30日までに関東財務局長に提出予定
 

２【半期報告書】
事業年度　2025年中（自2025年１月１日　至2025年６月30日）
令和７年９月29日に関東財務局長に提出
事業年度　2026年中（自2026年１月１日　至2026年６月30日）
令和８年９月30日までに関東財務局長に提出予定

 

３【臨時報告書】
上記１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（令和８年３月23日）までに、金融商品取
引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき臨
時報告書を令和７年７月14日に関東財務局長に提出
上記１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（令和８年３月23日）までに、金融商品取
引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき臨
時報告書を令和７年10月15日に関東財務局長に提出
上記１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（令和８年３月23日）までに、金融商品取
引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき臨
時報告書を令和８年１月９日に関東財務局長に提出
 

４【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。

 

５【外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。

 

６【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。

 

７【訂正報告書】
該当事項なし。

 

第２【参照書類の補完情報】
 
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）
に記載の「事業等のリスク」については、発行登録書（訂正を含む。）の「参照書類の補完情報」に記載さ
れた事項を除き、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（令和８年３月23日）ま
での間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じていない。
 
　また、当該有価証券報告書等および発行登録書（訂正を含む。）には将来に関する事項が記載されている
が、当該事項は本発行登録追補書類提出日（令和８年３月23日）現在においてもその判断に重要な変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 
　該当事項なし。
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第四部【保証会社等の情報】
 
　該当事項なし。
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